
「自動車臨時運行許可」 オンライン申請が

駅前庁舎 と 浪岡庁舎（市民課）でスタートします！

令和7年11月4日から開始

「自動車臨時運行許可」とは登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限
が切れている自動車など運行要件を満たしていない自動車について、一時的に運行
を許可する臨時運行許可番号標（仮ナンバー）を貸与します。

仮ナンバー受取時に
必要な書類

①車台番号がわかるもの
（自動車検査証、登録識別情報等通知書、

自動車検査証返納証明書、登録事項等

証明書など）

②自動車損害賠償責任保険
（共済）証明書・・・【原本】

③来庁者の本人確認書類
（自動車運転免許証、マイナンバー

カードなど）

オンライン申請で受取
時間を指定！

申請者の待機時間を
短縮します！

参考
仮ナンバー

オンライン申請の流れ
「自動車臨時許可運行許可申請書」
へ必要事項を入力。必要書類（右記
①及び②）の画像データを添付し、
事前申請が可能となります。

仮ナンバー受取可能時間
（平日のみ）

〇 8時30分 ～ 10時30分
〇 10時30分 ～ 12時
〇 12時 ～ 15時
〇 15時 ～ 17時

※オンライン申請は受取希望日の
前日16時までに入力してください


